
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
提
出

質

問

第

一

〇

七

号

給
与
臨
時
特
例
法
に
よ
る
給
与
減
額
支
給
措
置
の
影
響
額
の
平
成
二
十
四
年
度
予
算
へ
の
反
映
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎
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給
与
臨
時
特
例
法
に
よ
る
給
与
減
額
支
給
措
置
の
影
響
額
の
平
成
二
十
四
年
度
予
算
へ
の
反
映
に
関
す
る
質
問

主
意
書

本
日
、
「
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
」
（
以
下
「
給
与
臨
時
特
例
法
案
」
と
い
う
。
）

が
参
議
院
で
可
決
成
立
し
た
と
こ
ろ
だ
が
、
先
に
政
府
は
内
閣
衆
質
一
八
〇
第
七
九
号
に
お
い
て
、
「
平
成
二
十
四
年
度
予
算

編
成
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
人
件
費
の
積
算
に
当
た
っ
て
は
、
給
与
臨
時
特
例
法
案
に
よ
る
給
与
減
額
支
給
措
置
の
影
響
額

は
そ
の
施
行
期
日
に
よ
り
変
動
す
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
編
成
時
点
に
お
い
て
、
給
与
臨
時
特
例
法
案
の
成
立
の

見
通
し
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
正
確
な
影
響
額
の
積
算
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
額
を
反
映
し
な

か
っ
た
」
と
答
弁
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
給
与
臨
時
特
例
法
案
が
成
立
し
、
そ
の
施
行
期
日
も
定
ま
っ
た
現
時
点

に
お
い
て
、
内
閣
の
方
針
を
以
下
四
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

給
与
臨
時
特
例
法
案
に
よ
る
給
与
減
額
支
給
措
置
の
正
確
な
影
響
額
の
積
算
は
、
現
時
点
で
は
可
能
と
考
え
る
が
、
い
か

が
か
。
ま
た
、
そ
の
概
算
額
を
伺
う
。

二

一
の
金
額
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
案
の
一
般
会
計
・
特
別
会
計
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
項
目
に
反
映
さ
せ
て
い
く
必

要
が
あ
る
の
か
、
伺
う
。

一



三

一
の
金
額
は
、
現
在
国
会
で
審
議
中
で
あ
る
平
成
二
十
四
年
度
の
予
算
案
の
歳
入
歳
出
に
直
ち
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
と
考

え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

四

仮
に
、
三
の
措
置
を
取
ら
な
い
場
合
、
内
閣
と
し
て
取
り
得
る
措
置
を
具
体
的
に
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


